
山口県薬剤師会　薬学生実務実習受入委員会

平成２２年の春から、薬学６年制における実務実習(薬局2.5ヵ月・病院2.5ヵ月が始まりました。６年制の薬学生を受け入れようとする薬局は、認定実務実習指導薬剤師の資格を取得した薬剤師がいることが条件になります。

Ⅰ認定実務実習指導薬剤師になるためには、認定実務実習指導薬剤師養成研修の受講が必要です。

養成研修への応募資格

（実務経験）　　薬剤師実務経験が５年以上あること。
ただし、以下に該当する場合には３年以上とする。
①日本薬剤師研修センター認定薬剤師である
②日本病院薬剤師会生涯研修認定を取得している
③医療薬学系大学院修士課程を修了している
（勤務状況）　実務経験が現在まで継続して３年以上であること。
　　　　　　　　現に薬局・病院に勤務している者であること。

(例)病院勤務に１０年間勤務後、薬局勤務２年で現在薬局に勤務している先生は、もう１年必要です

養成研修の構成

下記①と②全ての受講が必須です。順序は問いません。

1 ワークショップ形式
希望者は、支部の実務実習担当者に御連絡ください。希望者の中から支部の状況などを委員会で勘案し、参加者を決定します。

（以上は薬局薬剤師の場合です。病薬会員は山口県病院薬剤師会へお尋ね下さい。）

2 講習会形式（５つ）　
講座ア　学生の指導について　
講座イ　薬剤師に必要な理念について
講座ウ　実務実習モデル・コアカリキュラムについて
講座エ　最新の業務について
講座オ　参加型実務実習の実施方法について
※　ただし、認定申請の時点から５年以内に、病院・薬局で学生指導に携わった経験を有する場合は講座ア、研修を開始した時点から認定申請の時点に至るまで継続して病院・薬局で薬剤師業務に携わっている場合は講座エが免除されます。

Ⅱ　認定実務実習指導薬剤師養成研修を全て修了した薬剤師は、速やかに認定申請をします。

　詳細については、日本薬剤師研修センターのホームページをご参照ください。


日本薬剤師研修センターHP　http://www.jpec.or.jp/
→上の緑色のメニューの｢認定制度・研修案内｣をクリック

→左側の｢認定実務実習指導薬剤師養成研修事業｣をクリック

→左側のメニューから情報を得てください。

　(応募資格については中段やや下の「３月２５日公表」をクリック　(Ｐ７～))
